
平成 29 年 4 月 1 日から、安全管理検査制度が見直されました。 

●登録安全管理審査機関の審査範囲が拡大されます。 

風力発電設備についても、発電技検へ定期安全管理審査の申請が出来ます。 

また、登録審査機関の審査範囲が拡大されるため、15 万ｋW 以上の発電所も登録

安全管理審査機関に申請が出来ます。 

 
出典：安全管理検査制度見直し検討会（第 2回）資料抜粋 

●定期検査時期と受審時期のインターバルが、延伸されます。 

組織区分がシステム S、A、B、個別の 4区分になります。システム S、Aになると、審

査インターバルが延伸されます。また、ボイラーと蒸気タ―ビンについて、設備が日常

の保守管理、運転状況の管理、高度な運転管理を行うと検査のインターバルが延伸さ

れます。 

 
出典：電力安全小委員会（第 13回）資料抜粋 

●溶接安全管理審査が、使用前・定期安全管理審査に統合されます。 

平成 29年 4月 1日から安全管理検査制度が見直しになり、溶接安全管理審査が使

用前・定期安全管理審査に統合されました。 

溶接事業者検査については、引き続き要求され、使用前・定期安全管理審査の中で、

設置者が作成した「総括資料」を基に、「溶接事業者検査の実施状況の確認」として審

査します。 
 

 
 

 
出典：電力安全小委員会（第 13回）資料抜粋 
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